
大和市告示第１２０号 

大和市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

平成２８年５月３１日 

                      大和市長 大 木  哲   

 

大和市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の一部を改正する要綱 

大和市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱（平成２１年大和市告示第８６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条第５号中「、教育訓練給付制度、大和市高等職業訓練促進給付金等事業における高等職業

訓練促進給付金その他これに類する制度による支援」を「の支給」に改める。 

第４条第１項中「２０パーセント」を「６０パーセント」に改め、同項ただし書中「１００，０００円」

を「２００，０００円」に、「４，０００円」を「１２，０００円」に改める。 

第１３条の見出しを「（委任）」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、公表の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第４条の規定は、平成２８年４月１日以後に対象教育訓練の受講を終了した者に係る

支給額について適用する。 


